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（３）自然とのふれあいの確保 

[概況] 

 本市は、北東部地域・徳地地域・阿東地域の豊かな森林や、市域を流れる仁保川、椹野川、佐波川、

阿武川、秋穂・阿知須地域の海岸といった山地、河川、海岸など、変化に富んだ多様な自然に恵まれて

います。 

 自然とふれあうことは、安らぎや憩いを得ることができるとともに、自然環境への保全意識を高める

ことにつながることから、自然とふれあうことのできる場づくりや機会づくりを推進し、自然と共生す

る上でのマナーの向上を図っています。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値

森の案内人による案内人数 人 H19 914 H21 1,064 H22 820 H24 2,000 H29 2,000

都市農村交流の人口 千人 H19 1,759 H21 1,738 H22 1,929 H24 2,150 H29 2,250

水辺の教室の参加人数（累計）【再
掲】

人 H19 64 H21 168 H22 218 H24 239 H29 414

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．森林とふれあう場の整備 

公園等の整備 

本市では、河川を利用したプールや森林公園、海水浴場など、多様な自然資源を活用した様々な自

然とのふれあいの場が整備されています。 

 

・自然とふれあうことのできる主な施設  

地 域 自然とふれあうことのできる施設 

北東部地域 
（仁保、小鯖、大内、宮野） 

市民野外活動広場、仁保川河川プール、鳴滝川河川プール、一貫野川河川プール、鳴

滝川砂防親水プール、鳴滝公園、犬鳴の滝公園、犬鳴森林公園、森林ふれあいセンタ

ー、周防往還自転車道、山口ふれあい館、四季の森公園、鋤尖山記念樹の森、嘉村礒

多生家「帰郷庵」 

中央部地域 
（大殿、白石、湯田） 

おとどい山森林公園、鴻ノ峰創造の森、亀山公園、パークロード、香山公園、木戸公

園、鴻ノ峰公園、一の坂川周辺地区(都市景観形成地区)、鋤尖山散策道 

鴻南地域 
（吉敷、平川、大歳） 

山口県維新百年記念公園、鳳翩山登山道、椹野川運動公園、山口秋吉台自転車道、矢

原河川公園、平川河川公園 

南部地域 
（陶、鋳銭司、名田島、秋穂

二島、嘉川、佐山） 

河原谷公園、藤尾山公園、幸崎公園、陶ケ岳登山道、美濃ケ浜海水浴場、県セミナー

パーク 

小郡地域 栄山自然観察の森、鍛冶畑川治水緑地公園、東津河川緑地公園 

秋穂地域 高岸公園、草山公園、串山遊歩道、千防川砂防公園、中道海水浴場、尻川海水浴場 

阿知須地域 山口きらら博記念公園、県きらら浜自然観察公園、引野六畳岩二千年回道 

徳地地域 
重源の郷体験交流公園、大原湖キャンプ場、愛鳥林、国立山口徳地少年自然の家、滑

山国有林、長者ヶ原運動公園 

阿東地域 長門峡、十種ヶ峰、大久保河川公園、相上川砂防公園 
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イ．市民農園の整備促進 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 

 

 

ウ．森林セラピー事業の推進 

  

※【再掲】Ｐ４０に掲載 

 

 

エ．市民参加型調査による環境意識啓発 

水中には、ふだん私たちの目につかないが、陸上と同じよう 

 に小さな生き物がたくさん棲んでおり、その形や習性は様々で 

す。 

これらの生き物について、小学生が椹野川水系等の河川でテ 

キスト等を使って観察し、学習することで自然をいたわる優し 

い心の醸成を図り、河川等の水質保全の大切さを理解すること 

を目的としています。 

 

 

 ・自然に優しい水辺の教室実施状況 

年度 実施日 実施場所 参加人数 

7 月 1 日 小郡公民館 （悪天候により座学） 68 

7 月 3 日 嘉川地区  （今津川） 28 Ｈ１８ 

9 月 10 日 仁保公民館 （悪天候により座学） 47 

9 月 9 日 平川地区  （椹野川） 19 

9 月 9 日 仁保地区  （仁保川） 17 Ｈ１９ 

9 月 28 日 仁保地区  （浅地川） 28 

6 月 25 日 大内南小  （悪天候により座学） 36 

9 月 7 日 平川地区  （椹野川） 23 Ｈ２０ 

9 月 13 日 仁保公民館 （悪天候により座学） 9 

9 月 6 日 平川地区  （椹野川） 24 
Ｈ２１ 

9 月 13 日 仁保地区  （仁保川） 12 

9 月 12 日 平川地区  （椹野川） 16 
Ｈ２２ 

9 月 12 日 仁保地区  （仁保川） 34 

 

オ．学校教育におけるふれあいの機会づくり 

地域の自然を活用した特色ある学校づくりを推進しています。 

地域の方と共に、米作り（湯田小）や学校林の整備（良城小）、 

天体観測や鳥類の観察（仁保中）を実施しました。 

活動をとおして、自然の大切さや雄大さ美しさを感じる子ども 

たちが育っていることから、引き続き、地域の特色を活かした活 

動を実施していきます。 
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カ．自然と共生するためのマナーの啓発 

ごみの持ち帰りや自然植生等の保護など、自然と共生する上でのマナーの向上を図るため、ポイ捨

て禁止等の看板の配布、環境美化協力員によるチラシの配布及び市報による啓発を行いました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

ポイ捨て禁止看板配布数（枚） 57 19 42 

不法投棄防止看板配布数（枚） 110 63 66 

市報による啓発回数 2 2 2 

 



 - 46 - 

 （４）歴史的文化的環境の保全 

[概況] 

市内には、瑠璃光寺五重塔、龍福寺など、かつて栄華を誇った大内氏の文化を偲ばせる文化財、寺社

仏閣や、明治維新関連の数多くの歴史文化遺産があります。また、山口祇園祭や七夕ちょうちんまつり、

鷺の舞、徳地人形浄瑠璃、岩戸神楽などの山口の歴史、風土が築き上げた祭りや伝統行事も数多く存在

します。さらには、大内塗や山口萩焼など長い歴史や文化が凝縮された伝統工芸も、山口らしさをかた

ちづくっています。 

 こうした先人から受け継いだ有形・無形の恵まれた歴史的文化的資源は、地域の活性化や経済効果を

もたらす一方で、市民の心のよりどころとなり、郷土への愛着心を育む貴重な環境資源です。 

歴史的文化的資源の保全と活用を図るとともに、文化の薫るまち創造ビジョンに基づき、文化性あふ

れるまちづくり、郷土づくりに取り組むこととしています。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
山口市の歴史や文化に誇りや愛着を
持っている市民の割合

％ H19 75.5 H21 73.5 H22 72.6 H24 現状以上 H29 77.0

文化財等を活用したイベントの参加
人数

人 H19 874 H21 1,247 H22 850 H24 950 H29 1,100

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．文化財の保存修理 

  国・県指定文化財の保存修理に対する補助を行うとともに、未指定文化財の調査を行いました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

保存修理に対する補助件数 5 13 2 

未指定文化財調査（回） 4 4 2 

 

イ．歴史と文化を活かしたイベントの支援 

   室町時代に栄えた大内氏の遺跡・文化財や幕末・明治維新期の史跡、古くからの街道筋の街並みな

どの歴史資源が残り、経済や文化等において、市内への波及効果が期待できる地域を「大内文化特定

地域」として位置づけ、これらの歴史資源などを活用して、当該地域を中心とした本市の活性化を図

ることを目的として行われる市民主体のまちづくり活動に対し、大内文化特定地域活性化事業補助金

を交付するものであり、当該事業の実施により、地域の人々とふれあいながら郷土の歴史や文化への

理解を促すイベントの支援に努めました。 

 

  項目  

年度 
補助金交付事業 

Ｈ２０ 
アートふる山口、いつでもアートふる山口、日本のクリスマスは山

口から 

Ｈ２１ アートふる山口、いつでもアートふる山口、山口アーツ＆クラフツ 

Ｈ２２ アートふる山口、いつでもアートふる山口、山口アーツ＆クラフツ 
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ウ．郷土にゆかりのある文学者の理解促進 

  中原中也記念館を運営する中で、中原中也の遺稿や遺品、その他中也に関わりのある近代詩関係資

料の研究をすすめるとともに、中原中也賞の運営により、中也の詩とその世界を広く全国に発信し、

中也研究の活動拠点として文化の向上や地域振興に取り組みました。 

また、私小説作家嘉村礒多の作品の舞台となった原風景が今なお残る仁保上郷地区。そこにある生

家を、礒多が暮らした当時の状況を再現・復元し、文学者礒多の生家という文学的価値とともに、築

後１３０年を経た茅葺屋根の古民家という文化財的価値という個性（魅力）を持った、限界集落にお

ける都市部との交流拠点施設として整備し、嘉村礒多生家「帰郷庵」として平成２２年１１月２７日

にオープンしました。 

 

 ・中原中也記念館の運営 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

入場者数（人） 24,930 21,484 18,914 

企画展（回） 4 11 4 

講座講演（回） 23 14 14 

関連資料の収集（点） 318 218 375 

 

エ．郷土の伝統産業や祭りの振興 

山口の伝統的な夏祭りである山口祇園祭、山口七夕ちょうちんまつりをはじめ、各エリアのまつり

へ助成し、祭りの振興と観光交流人口の増加を図りました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

祭りへの助成件数 10 13 13 

祭りの来場者数（千人） 550 660 458 
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 （５）山口らしい都市空間の保全・創出 

[概況] 

市内には、市民共通の財産となる地域固有の自然や歴史と調和のとれた美しい都市景観・まちなみが

随所に見られ、このような景観やまちの美化への市民ニーズは高まってきています。 

関心の高まりに併せ、ごみ等の散乱のないクリーンなまちづくりが求められているものの、ペットに

関する苦情やごみのポイ捨てなど、人々のマナーやモラルに起因する問題も、依然として後を絶たない

状況です。 

本市では、市街地形成、緑化なども含めた山口らしい風情や魅力ある都市空間、景観資源を保存・創

出するとともに、マナー・モラルの向上や人づくり、しくみづくりに努め、まちの美化に向けた活動を

進めていきます。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
公園が利用しやすいと思う市民の割
合

％ H19 69.8 H21 73.5 H22 72.7 H24 70.0 H29 75.0

景観やまちなみに満足している市民
の割合

％ H19 71.7 H21 77.3 H22 79.0 H24 現状以上 H29 72.0

緑のカーテンの実施割合（家庭） ％ H19 － H21 12.6 H22 14.1 H24 5.0 H29 10.0

不法投棄の発見報告件数 件 H19 48 H21 22 H22 4 H24 43 H29 38

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．「山口市都市景観条例」の活用 

山口市都市景観条例に基づき、都市景観形成地区に指定した一の坂川周辺地区（約１２ha）の環境

整備（道路の美装化、電線の地中化等）とともに、建築物の建築に対して地区景観形成方針、基準に

沿った建築物となるよう助言・指導を行っています。また、特に景観形成に寄与すると認められる行

為に対し助成を行っていますが、平成２２年度は、交付対象となる案件はありませんでした。 

また、大規模建築物の建築に対する景観上の助言・指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

都市景観形成地区内における建築物

の建築に対する助成件数 
2 2 0 0 0 

大規模建築物の建築に対する助言・

指導件数 
11 1 2 2 6 

都市景観形成地区（一の坂川周辺地区）の概要 

○区 域 後河原の一部及び新馬場の一部 

○地区景観形成基準 

  １ 建築物の階数は、３階以下とする。 

  ２ 工作物の高さは、１３ｍ以下とする。 

  ３ 建築物等の形態は、勾配屋根にする等、周囲の景観と調和のとれたもの

とする。 

  ４ 建築物の色彩は、周囲と調和のとれた落ち着いた色調とする。" 
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イ．中心市街地への都市機能の集積 

「山口市中心市街地活性化基本計画」などに基づき、中心商店街に発生した空店舗への入店の促進、

商店街でのイベント経費に対する補助金の交付、市街地に建設される住宅の借上げ、市営住宅として

住民への提供等を行うことで、中心市街地のにぎわい創出や利便性向上を図り、都市機能の集積を行

いました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

空店舗への入店件数 1 4 2 

イベントの来場者数（人） 1,300 5,500 6,200 

 

ウ．市民の生垣設置促進（山口市みどりの生活通り推進事業） 

市民の生け垣の設置に対する補助である「山口市みどりの生活通り推進事業」の補助件数は、平成

２２年度中が１１件、平成７年度の事業開始からの累計は３８６件となっています。 

また、緑地協定の認定については、平成２２年度は対象がなく、これまでの累計数は１７件となっ

ています。 

 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

補助件数 22 15 5 4 11 

 

 

エ．建物緑化による省エネの推進 

 

※【再掲】Ｐ３１に掲載 

 

 

オ．イベントを通じた緑化意識の啓発 

  各種イベントを通じて、市民の緑化意識の向上を図りました。 

 

  項目  

年度 
実施内容 

第４回山口市都市緑化祭を開催し、緑化相談、花木の競り市、苗木

の格安販売等を実施した。 
Ｈ２０ 

２月７日開催の「育成者フォーラム」において、山口地域花いっぱ

い運動の花壇表彰式やパネル展示等を実施した。 

第５回山口市都市緑化祭を開催し、緑化相談、剪定実習講習会、植

木市、苗木販売等を実施した。 
Ｈ２１ 

１０月３日に「山口市花いっぱいフェスティバル」を開催し、山口

地域花いっぱい運動の花壇表彰式やパネル展示等を実施した。 

第６回山口市都市緑化祭を開催し、緑化の提案、造園協会の活動紹

介、花と種と啓発パンフレットの配布を実施した。 

Ｈ２２ １１月６日に中心商店街開催の「ＨＯＬＡ！やまぐちスペインフィ

エスタ」会場において、花壇コンクールの表彰式、花壇パネルの展

示、来場者への球根配布を実施した。 
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カ．条例に基づく意識啓発の実施 

まちの美化に関して、放置されたままのあき地への対策として、昭和５０年に「あき地の環境を守

る条例」を、空き缶等のポイ捨てを防止するための対策として、平成９年に「山口市空き缶等の散乱

防止条例」を制定しました。 

そして、平成１５年には、これらの条例を見直し、「生活環境の保全に関する条例」、「椹野川水系

等の清流の保全に関する条例」を制定し、市民への啓発をはじめ取組みを進めているところです。 

徳地地域では、中国地方でも屈指の清流といわれる佐波川を、現在及び将来の世代の人間が恵み豊

かな環境の恵沢を享受するとともに、将来にわたって継承することを目的とし、平成１３年に、「徳

地町佐波川清流保全条例」（現「佐波川清流保全条例」）を制定し、同じく、阿東地域では、阿武川水

系のきれいな水と美しい水辺環境の保全を図ることを目的とし、平成１４年に、「阿東町阿武川水系

環境保全条例」（現「阿武川水系環境保全条例」）を制定しました。 

 

・不法投棄の状況 

公害苦情相談として受けつけた不法投棄の件数は、下記のとおりです。 

なお、平成１６年度から環境美化協力員を設置し、不法投棄の監視活動を実施しており、平成２２

年度における協力員からの発見報告が１１８件となっています。 

 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

公害苦情相談として受けつ

けた不法投棄件数 
37 48 49 22 4 

 
キ．まちの美化活動への市民参加の促進 

山口地域では、「春季清掃月間」の設定や「ふしの川水系クリーンキャンペーン」の実施、関係団

体が行う清掃活動への支援により、地域の美化活動の促進に努めています。 

小郡地域では、「地区清掃」の設定や「ふしの川水系クリーンキャンペーン」の実施、関係団体が

行う清掃活動への支援により、地域の美化活動の促進に努めています。 

秋穂地域では、「春季清掃月間」、「秋季清掃月間」の実施、関係団体が行う清掃活動への支援によ

り、地域の美化活動の促進に努めています。 

阿知須地域では、自治会ごとに定期的に清掃活動を実施しています。 

徳地地域では、例年７月に「町内一斉清掃」を実施し、地域の美化活動の促進に努めています。 

阿東地域では、地域環境美化を推進するため、自治会ごとに自主的に定期的に清掃活動を行なって

います。 
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３．健やかで安全に暮らせるまち 

 （１）大気環境の保全 

[概況] 

本市では、二酸化いおう、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及びダイオキシン類の

５物質が観測されていますが、光化学オキシダントを除き環境基準を達成しており、本市の大気環境は

概ね良好といえます。 

大気環境に負荷を与える大きな原因のひとつは、自動車の排気ガスであるため、低公害車の導入促進

やエコドライブ（環境に配慮した運転方法）の普及啓発、公共交通機関等の利用促進など、自動車の大

気環境への負荷軽減に努めています。 

※ 光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物と炭化水素が太陽光線のエネルギーによって光化学反応を起こすことにより

二次的に生成する物質であり、全国的に環境基準が達成されていない状況です。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
大気環境の状況（窒素酸化物）
（環境基準：０．０４ppm以下）

ppm H19 0.015 H21 0.033 H22 0.028 H24 維持 H29 維持

大気環境の状況（浮遊粒子状物質）
（環境基準：０．１０mg/㎥以下） mg/m3 H19 0.077 H21 0.033 H22 0.035 H24 維持 H29 維持

野外焼却の苦情件数 件 H19 45 H21 53 H22 41 H24 40 H29 36

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．低公害車等の率先導入 

 

※【再掲】Ｐ３２に掲載 

 

 

イ．環境負荷の少ない運転技術の普及啓発 

 

※【再掲】Ｐ９に掲載（重点プロジェクト：エコドライブの普及促進） 

 

 

ウ．公共交通を支える意識づくり 

 

※【再掲】Ｐ３２に掲載 

 

 

エ．コミュニティ交通の確保 

 

※【再掲】Ｐ３２に掲載 
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オ．家庭ごみの適正な処理方法の指導・啓発 

大気環境に関する市への苦情については、家庭での野外焼却等に対するものが多く、平成２２年度

は、４１件全てとなっています。 

各家庭への適正なごみ処理方法及び野外焼却のルールやマナーの周知・指導等を行うことにより、

大気環境への負荷低減に努めています。 

 

・大気汚染公害苦情件数 
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※ 野外焼却に関する苦情は、大気汚染に関するものとして計上。 

 

カ．大気質の監視・観測 

関係機関との連携による、有害物質の発生抑制に努めるための啓発、苦情相談への対応、市報等を

通じた啓発、関係機関による大気の観測データに基づく監視を実施しました。 

 

・大気汚染にかかる環境基準達成状況 

 測定年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

二酸化いおう 

（ＳＯ２） 
○ ○ ○ ○ ○ 

二酸化窒素 

（ＮＯ２） 
○ ○ ○ ○ ○ 

浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 
○ △ ○ △ ○ 

光化学オキシダント 

（ＯＸ） 
△ × × × × 

※ ○：環境基準達成            資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料集 

   △：環境基準の長期評価（年間で、１日平均値のうち高い方から２％の範囲内にあるも

のを除外して評価）達成 

   ×：環境基準超過 
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・ダイオキシン類大気環境濃度調査結果（平成２２年度） 

   （単位：pg-TEQ/㎥） 

測定地点 測定期日 測定結果 環境基準 

 4 月 15 日 ～ 22 日 0.010 

 7 月  1 日 ～  8 日 0.011 

10 月  7 日 ～ 14 日 0.013 

 1 月 20 日 ～ 27 日 0.019 

 
環境保健センター 

平  均 0.013 0.6 以下 

※ pg（ピコグラム）：1 グラムの 1 兆分の 1   資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料集 

の重さ。 

※ TEQ（毒性等量）：ダイオキシン類の濃度を調べるとき、化合物によって毒性の強さが違うと

評価が非常に難しくなるため、測定した化合物の濃度に TEF(毒性等価係数)を掛け、最も毒性

が強いとされている『2,3,7,8-四塩化ジベンゾジオキシン (TeCDD)』の量に換算して表すもの。 
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（２）水環境の保全 

[概況] 

 本市における代表的な河川の水系には、椹野川水系、南若川水系、佐波川水系と阿武川水系があり、

これらの河川において毎月水質測定が行われています。また、海域については、山口湾、秋穂湾、瀬戸

内海において毎月水質測定が行われています。 

 河川や海域の水質汚濁の原因は、主に産業排水と生活排水であることから、本市においては、公共下

水道の整備を推進するとともに、農業集落においては農業集落排水事業、漁業集落においては漁業集落

排水事業、また、公共下水道等の未普及地域においては合併処理浄化槽の設置を促進しております。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
河川におけるＢＯＤの平均値
（環境基準：２．０ｍｇ/ℓ以下）

mg/ℓ H19 1.00 H21 1.00 H22 0.80 H24 1.00 H29 1.00

河川等の水がきれいになったと思う
市民の割合

％ H19 69.2 H21 74.0 H22 75.1 H24 72.0 H29 75.0

汚水衛生処理率（※） ％ H19 78.9 H21 81.9 H22 81.7 H24 82.0 H29 92.3

（※）　（下水道水洗化人口＋農業・漁業集落排水水洗化人口＋合併処理浄化槽人口）÷行政区域内人口

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．下水道管渠整備等の推進 

山口市汚水処理施設整備構想に基づき、山口処理区、小郡処理区、秋穂処理区、川西処理区内の公

共下水道による管渠等の整備を進め、汚水を適切に処理し、自然環境の保全を図りました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

汚水管渠の整備延長【山口】（ｍ） 6,295 7,598 6,073 

汚水管渠の整備延長【小郡】（ｍ） 1,500 663 1,694 

汚水管渠の整備延長【秋穂】（ｍ） 3,558 348 68 

汚水管渠の整備延長【川西】（ｍ） 2,691 2,736 1,089 

 

イ．合併処理浄化槽の設置補助 

公共下水道、農業・漁業集落排水以外の地域については、合併処理浄化槽の設置費に対する助成に

より、生活排水の適切な処理を推進しています。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

合併処理浄化槽設置助成件数（基） 

【５人槽】 
125 114 124 

合併処理浄化槽設置助成件数（基） 

【７人槽】 
95 115 117 

合併処理浄化槽設置助成件数（基） 

【１０人槽】 
5 6 5 



 - 55 - 

ウ．し尿処理事業 

旧山口市におけるし尿処理業務については、戦前は自家処理中心でしたが、戦後に占領軍の指導に

より行政が責任を持って収集をする必要が生じてきたことから、許可業者による収集業務を開始した

ところです。 

しかし、収集は行ったものの、後の社会情勢の急激な変革により、処理についての問題が多く発生

したため、昭和３６年６月、大歳地区に日量３６ｋℓの処理能力を持つ、し尿処理場を建設しました。 

その後、施設の増設を数度にわたって実施してきました。施設の処理能力に限界が生じるとともに、

周辺の市街化による移転の要求もあり、旧山口県中部環境施設組合による広域処理に移管して、昭和

５６年１０月に、組合管内の旧小郡町に完成した日量１６０ｋℓの処理能力を持つし尿処理場で処理

を行っています。 

同処理場では、合併前の小郡地域、秋穂地域及び阿東地域の処理も行っており、阿知須地域の処理

も平成１５年６月から行っています。 

また、徳地地域については、全量を防府市へ処理委託しており、各地域とも許可業者による収集業

務を行っています。 

  一方、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業で生

活排水の衛生的処理が進められており、各地域とも、し尿の収集量は年々減少傾向にあります。 

 

・し尿処理体系 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２２年度し尿処理人口内訳 

 人 口（人） 割 合（％） 

公 共 下 水 道 １０７，８６２ ５５．１ 

農業集落排水 ７，６６９ ３．９ 

漁業集落排水 ３８３ ０．２ 

浄 化 槽 ４７，５９３ ２４．３ 

（合併処理浄化槽） （４３，９８７） （２２．５）  

（単独処理浄化槽） 

 

（３，６０６） 

 

（１．８） 

し 尿 収 集 ３０，６２１ １５．７ 

自 家 処 理 １，４７４ ０．８ 

合 計 １９５，６０２ １００.０ 

処理体系    

 
 
 
 
 
 

人  口 

   

195,602 人 

公共下水道 

107,862 人 
下水道終末処理場 

環境センター 
防府市クリーンセンター
（徳地地域処理委託） 

処理系統 

農業集落排水 

7,669 人 

浄 化 槽 

47,593 人 

し尿収集 

30,621 人 

自家処理 

1,474 人 

し 尿 
浄化槽 

農業集落排水終末処理場 

汚泥許可業者 

収
集
許
可

業
者 

漁業集落排水 

383 人 
下水道終末処理場 



 - 56 - 

・し尿収集地区及び許可業者                   平成２３年３月３１日 現在 

許可業者 所在地 収集区分 
し尿及び浄化槽 

汚泥の収集区域 

有限会社 

阿知須公益社 
山口市阿知須9005番地4 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
旧阿知須町区域に限る。 

有限会社 

小郡衛生秋穂社 
山口市秋穂東6897番地 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
※１ 

有限会社 

小郡環境メンテナンス 
山口市阿知須1465番地 浄化槽汚泥 旧小郡町区域に限る。 

有限会社 

吉南衛生社 
山口市佐山3691番地1 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
※２ 

中央自動車有限会社 

小郡衛生公社 
山口市小郡下郷869番地2 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
※３ 

株式会社 

富士企業 
山口市惣太夫町9番24号 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
※４ 

株式会社 

ホーエー 
防府市大字新田374番地 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
旧徳地町区域に限る。 

防府環境設備 

株式会社 
防府市大字新田375番地 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
旧徳地町区域に限る。 

株式会社 

山口公衆衛生協会 
山口市富田原町1番35号 

し尿及び 

浄化槽汚泥 
※５ 

※１ 旧山口市、旧小郡町及び旧秋穂町区域に限る。ただし、旧山口市区域のし尿については、秋穂

二島地区に限る。 

※２ 旧山口市、旧小郡町及び旧秋穂町区域に限る。ただし、旧山口市区域のし尿については、佐山

地区に限る。 

※３ 旧山口市及び旧小郡町区域に限る。ただし、旧山口市区域のし尿については、陶地区に限る。 

※４ 浄化槽汚泥については、旧山口市及び旧阿東町区域、し尿については、旧山口市区域の大殿・

白石・湯田・吉敷・大歳地区の県道宮野大歳線を境に北側、宮野・仁保・名田島・鋳銭司地区、

９・１０・１１区を除く小鯖地区、宮島町を除く大内地区及び旧阿東町区域の篠生・地福地区に

限る。 

※５ 浄化槽汚泥については、旧山口市、旧秋穂町及び旧阿東町区域、し尿については、旧山口市区

域の大殿・白石・湯田・吉敷・大歳地区の県道宮野大歳線を境に南側、平川・嘉川地区、小鯖地

区の９・１０・１１区、大内地区の宮島町、旧秋穂町区域及び旧阿東町区域の生雲・徳佐・嘉年

地区に限る。 
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・し尿収集料金（消費税を含む） 

【山口地域】 

区 分 単 位 料 金 

基本料金 ３荷（108ℓ）まで １,５３０円 

従量制料金 １荷（36ℓ）増すごとに ５１０円 

臨時収集 ２,０４０円 

仮設トイレ ２,０４０円 特別料金（加算） 

50ｍ以上のホース延長を必要とする場合 ５１０円 

 

【小郡地域】 

区 分 単 位 料 金 

基本料金 ３荷（108ℓ）まで １,２５０円 

従量制料金 １荷（36ℓ）増すごとに ４１０円 

特別料金（加算） 40ｍ以上のホース延長を必要とする場合 ４００円 

 

【秋穂地域】 

区 分 単 位 料 金 

基本料金 ３荷（108ℓ）まで １,４４０円 

従量制料金 １荷（36ℓ）あたり ４８０円 

臨時収集 ２,０４０円 

仮設トイレ ２,０４０円 特別料金（加算） 

50ｍ以上のホース延長を必要とする場合 ５１０円 

 

【阿知須地域】 

区 分 単 位 料 金 

従量制料金 １荷（36ℓ）あたり ４３０円 

 

【徳地地域】 

区 分 単 位 料 金 

従量制料金 １荷（36ℓ）あたり ５４０円 

 

【阿東地域】 

区 分 単 位 料 金 

基本料金 ３荷（108ℓ）まで １,５３０円 

従量制料金 ３荷を超えた場合 （荷数×５３０円）－６０円 

臨時収集 ２,０４０円 

仮設トイレ ２,０４０円 特別料金（加算） 

50ｍ以上のホース延長を必要とする場合 ５１０円 
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・し尿・浄化槽汚泥収集人口の推移 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

し尿（人） 37,400 33,521 31,878 32,348 30,621 

浄化槽汚泥（人） 43,198 44,070 43,448 47,654 47,593 

 ※ 平成２０年度以前は、阿東地域を除く。 
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し尿・浄化槽汚泥収集人口の推移 浄化槽汚泥

し尿

 
 

・し尿・浄化槽汚泥収集量の推移 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

し尿（ｋℓ） 23,971 22,481 21,377 22,339 20,864 

浄化槽汚泥（ｋℓ） 39,936 39,052 38,927 43,854 44,253 

※ 平成２０年度以前は、阿東地域を除く。 
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エ．井戸の適正管理および汚染に対する関心喚起 

市報による啓発を行うとともに、県が実施する地下水調査への協力を行いました。 

地下水の水質状況を監視するため、山口県の「公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、

平成２２年度は市内１９か所の井戸水の水質調査が行われ、調査項目について環境基準に適合してい

ることが確認されました。 

また、市民が安心して飲用することができる水の確保を目的として、井戸水の環境基準超過が確認

された家庭への浄水器の設置補助、周辺家庭への周知を行いました。 

 

 年度  

項目 
Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

浄水器設置補助件数 2 20 43 

 

・地下水調査結果（平成２２年度） 

市町村名 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 

調査地点 湯田温泉 中央 朝田 大内御堀 陶 鋳銭司 宮野上 下小鯖 下小鯖 吉敷 

地点番号 C-3 C-5 E-4 H-2 J-4 K-1 N-2 Q-1 Q-2 V-1 

調査月日 9 月 16 日 9 月 16 日 9 月 16 日 9 月 16 日 9 月 17 日 9 月 17 日 9 月 15 日 9 月 16 日 9 月 16 日 9 月 16 日 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ         <0.001  

全ｼｱﾝ   <0.1        

鉛      <0.001    <0.001 

六価ｸﾛﾑ   <0.005       <0.005 

砒素     <0.001      

総水銀           

ｱﾙｷﾙ水銀           

PCB           

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ      <0.002     

四塩化炭素           

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ           

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ           

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ           

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  <0.004         

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.0005  <0.0005 <0.0005   <0.0005 <0.0005   

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ           

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002   <0.002 <0.002   

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005    <0.0005 <0.0005   

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ           

ﾁｳﾗﾑ           

ｼﾏｼﾞﾝ           

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ           

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ           

ｾﾚﾝ           

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素 
  1.6   4.9 3.2 1.3  3.1    

ふっ素   0.1         

ほう素   <0.1        

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ       <0.005    

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類            
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（単位：㎎/ℓ、ダイオキシン類は pg-TEQ/ℓ） 

山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 山口市 

吉敷 嘉川 祇園 上郷 真名 西条 浜 浜 鍛冶ヶ原 

V-2 Y-1 IA-1 OD-3 OE-1 AA-3 AA-6 AA-7 ＮＨ－58 

9 月 16 日 9 月 17 日 9 月 17 日 9 月 17 日 9 月 17 日 9 月 17 日 9 月 17 日 10 月 14 日 9 月 15 日 

環境 

基準値 

定量 

限界値 

<0.001         0.03 以下 0.001 

<0.1         不検出 0.1 

0.001         0.01 以下 0.001 

<0.005   <0.005      0.05 以下 0.005 

<0.001         0.01 以下 0.001 

<0.0005         0.0005以下 0.0005 

         不検出 0.0005 

         不検出 0.0001 

<0.002    <0.002     0.02 以下 0.002 

<0.0002         0.002 以下 0.0002 

         0.002 以下 0.0002 

<0.0004         0.004 以下 0.0004 

     <0.002  <0.002  0.1 以下 0.002 

<0.004   <0.004  <0.004  0.004  0.04 以下 0.004 

 <0.0005 <0.0005     <0.0005 <0.0005 <0.0005  1 以下 0.0005 

         0.006 以下 0.0006 

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002  <0.002 <0.002 <0.002  0.03 以下 0.002 

<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005   <0.0005 <0.0005 <0.0005  0.01 以下 0.0005 

         0.002 以下 0.0002 

         0.006 以下 0.0006 

         0.003 以下 0.0003 

         0.02 以下 0.002 

         0.01 以下 0.001 

         0.01 以下 0.002 

 

 
 1.0   1.8    2.9 0.5 10 以下 0.1 

  0.1 0.3 0.1    0.3  0.8 以下 0.1 

  <0.1  <0.1   <0.1  1 以下 0.1 

         0.05 以下 0.005 

0.055      0.32   1 以下 0.1 

資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料集 
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オ．水質の監視、観測 

 

・河川水質測定結果（平成２２年度） 

測定地点 測定点 類型 水素ｲｵﾝ 

濃度(pH) 

溶存 

酸素量 

(DO(mg/ℓ)) 

生物化学的

酸素要求量

(BOD75%値

(mg/ℓ)) 

浮遊 

物質量 

(SS(mg/ℓ)) 

大腸菌 

群数 

(MPN/100mℓ) 

全窒素 

(mg/ℓ) 

全リン 

(mg/ℓ) 

椹野川上流 文場橋 Ａ類型 7.2  10.0  0.8  2  9,400 － － 

椹野川中流 平野 Ａ類型 7.4  11.0  0.8  3  5,400 － － 

椹野川下流 百間橋 Ｂ類型 7.5  9.3  1.5  15  990 2.1 0.15 

南若川上流 
金毛川合流点 
下流250m 

Ａ類型 7.6  10.0  1.4  4  15,000 － － 

南若川下流 新栄橋 Ｂ類型   7.9 12.0  1.0  9  1,300 0.53 0.089 

佐波川上流 漆尾 Ａ類型 7.4  10.0  1.0  1  3,000 0.52 0.019 

阿武川上流 聴秋橋 ＡＡ類型 7.3  11.0  1.1  2  3,300 － － 

蔵目喜川 
白井谷川との
合流点の橋 

ＡＡ類型 7.9  11.0  0.6  2  2,400 － － 

ＡＡ類型 
6.5 以上 
8.5 以下 

7.5 以上 1.0 以下 25 以下 50 以下 － － 

Ａ類型 
6.5 以上 
8.5 以下 

7.5 以上 2.0 以下 25 以下 1,000 以下 － － 環境基準 

Ｂ類型 
6.5 以上 
8.5 以下 

5.0 以上 3.0 以下 25 以下 5,000 以下 － － 

※    は、環境基準超過        資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料集 

※ Ａ・Ｂ類型：生活環境の保全に関する環境基準（昭和４６年環境庁告示、最終：平成７年環境

庁告示）で、河川の利用目的の適用性により指定されているもので、椹野川は、淋光堰（小郡）

より上流がＡ類型、下流がＢ類型。南若川は向山堰より上流がＡ類型、下流がＢ類型に指定され

ている。 

※ 水素ｲｵﾝ濃度（ｐH）：水中の水素ｲｵﾝ濃度を表す値で、水素ｲｵﾝ濃度の逆数の常用対数で表される。

７を中性、７より大きいものをアルカリ性、小さいものを酸性という。 

※ 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）：水中の微生物が有機物を分解するときに必要とする酸素量の

こと。主に河川での水の汚れの指標となり、値が大きいほど汚れていることを示す。 

※ 浮遊物質量（ＳＳ）：水中に混濁している、顕微鏡で見える程度の個体や浮遊固形物の量をいう。 

※ 大腸菌群数（ＭＰＮ）：大腸菌及び大腸菌によく似た性状を示す菌の総称で、大腸菌は、ほ乳動

物の腸内に生息して消化を助けているが、河川や湖沼に多数の大腸菌群が存在する場合は、その

水が人畜の排泄物で汚染されていることを示す。 
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・山口・秋穂海域水質測定結果（平成２２年度） 

                    

 

 

カ．農業生産基盤の整備 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 

 

 

キ．農地の保全 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 

測定地点 測定点 類型 水素ｲｵﾝ 

濃度(pH) 

溶 存 

酸素量 

(DO(mg/ℓ)) 

化学的酸素 

要求量

(COD75%値

(mg/ℓ)) 

大腸菌群数 

(MPN/100mℓ) 

全窒素 

(mg/ℓ) 

全リン 

(mg/ℓ) 

秋穂湾 Ｙ-Ｄ-２ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.7  2.1  1.7  0.11  0.019  

山口湾１ Ｙ-Ｄ-３ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.6  2.7  26.0  0.19  0.028  

山口湾２ Ｙ-Ｄ-４ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.5  3.0  40.0  0.21  0.033  

瀬戸内海１ Ｙ-Ｄ-１ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.9  2.3  4.2  0.11  0.018  

瀬戸内海２ Ｙ-Ｄ-５ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.9  2.1  4.3  0.11  0.017  

瀬戸内海３ Ｙ-Ｄ-６ Ａ･Ⅱ類型 8.1  8.9  2.4  5.3  0.12  0.019  

環境基準  Ａ･Ⅱ類型 
7.8 以上 

8.3 以下 
7.5 以上 2.0 以下 1,000 以下 0.3 以下 0.03 以下 

注）   は、環境基準超過        資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料集 

 

 

海域水質測定点図 

 

山口地域 

秋穂地域 
阿知須地域 

※ Ａ・Ⅱ類型（Ａ類型・Ⅱ類型） 

生活環境の保全に関する環境基準（昭

和４６年環境庁告示、最終：平成７年環

境庁告示）で海域の利用目的の適用性に

より指定されているもので、すべての測

定地点周辺がこの類型に指定されてい

る。 

※ 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

水中の汚濁物質を化学的に酸化させる

ときに消費される酸素量のこと。主に、

海や湖沼での水の汚れの指標となり、値

が大きいほど汚れていることを示す。 
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ク．市民農園の整備促進 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 

 

 

ケ．歩道等における透水性舗装の推進 

  透水性舗装については、地下埋設物との関係が考えられますが、歩道や公共施設の駐車場等の整備

にあたっては、透水性舗装の採用に努めます。 

 

  項目  

年度 
事業実績 

Ｈ２０ 実績なし 

Ｈ２１ 実績なし 

Ｈ２２ 黄金町野田１号線の歩道部を透水性舗装 
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（３）土壌環境の保全 

[概況] 

土壌汚染は、その多くが事業活動に伴って排出される重金属類や化学物質等の有害物質を含んだ排水

及びばい煙並びに廃棄物を介してもたらされています。 

 本市では、健全な土壌環境を守るため、井戸水や地下水等については、関係機関と連携した監視に努

めるとともに、農業者に対しては、減農薬・減化学肥料農業や有機栽培農業を促進していきます。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値

土壌汚染に関する苦情件数 件 H19 0 H21 1 H22 0 H24 維持 H29 維持

地下水の水質調査地点の環境基準達
成割合

％ H19 100 H21 100 H22 100 H24 維持 H29 維持

土壌ダイオキシン類常時監視調査地
点の環境基準達成割合

％ H19 100 H21 100 H22 100 H24 維持 H29 維持

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

 [主な取組み状況] 

ア．土壌汚染の現状把握 

関係機関との連携による有害物質の発生抑制に努めるとともに、苦情相談への対応、多様な媒体を

通じた啓発、関係機関による観測データに基づく監視を行っています。引き続き、最新情報の収集に

努めるとともに、公害の未然防止のための効果的な啓発を推進していきます。 

 

・土壌ダイオキシン類常時監視調査結果（平成２２年度） 

測定結果 環境基準 
測定地点 

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g) 

山口市阿東徳佐中 0.0019 

山口市徳地八坂 0.13 

山口市大内長野 0.020 

山口市大内御堀 0.93 

1,000 以下 

資料：平成２３年版山口県環境白書 

 

 

イ．有機栽培や減農薬栽培の促進 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 

 

 

ウ．井戸の適正管理および汚染に対する関心喚起 

 

※【再掲】Ｐ５９に掲載 
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（４）化学物質への適切な対応 

[概況] 

 科学技術の発達等によって、様々な分野で自然界には存在しない化学物質が使用されるようになり、

中には、微量でも有害な化学物質も数多く存在しており、適切な管理が行われない場合に環境汚染を引

き起こし、人の健康や生態系に大きな影響を及ぼすおそれがあります。 

特に、有害性の高いダイオキシン類については、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき環境基

準が設定され、汚染状況の継続的な把握調査と報告などが行われています。 

 本市では、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく土壌の常時監視に係る一般環境調査では、環

境基準を満たす結果となっていますが、化学物質は危険性を知った上で、付き合っていく必要があるこ

とから、引き続き正確な情報を収集し、市民や事業者に提供することとし、事業者へは法規制に基づき

化学物質の適正な使用・管理を促します。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値

エコファーマー認定者数【再掲】 人 H19 465 H21 521 H22 671 H24 700 H29 760

土壌ダイオキシン類常時監視調査地
点の環境基準達成割合【再掲】

％ H19 100 H21 100 H22 100 H24 維持 H29 維持

野外焼却の苦情件数【再掲】 件 H19 45 H21 53 H22 41 H24 40 H29 36

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

[主な取組み状況] 

ア．化学物質に関する情報の収集・提供 

  化学物質の監視・観測 

  関係機関との連携により、多様な媒体を通じて情報提供を行うとともに、各種観測データに基づき

監視活動を行いました。 

 

 ・ダイオキシン類常時監視調査結果（平成２２年度） 

  ●大気 

測定結果 環境基準 
測定地点 

(pg-TEQ/m3) 年平均値 (pg-TEQ/m3) 

春季 0.010 

夏季 0.011 

秋季 0.013 
環境保健センター 

冬季 0.019 

0.013 0.6 以下 
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  ●河川 

測定結果 環境基準 
測定地点 

水質(pg-TEQ/L) 底質(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/L,g) 

水質：  1 以下 
椹野川 0.070 0.220 

底質：150 以下 

 

  ●土壌 

測定結果 環境基準 
測定地点 

(pg-TEQ/g) (pg-TEQ/g) 

山口市阿東徳佐中 0.0019 

山口市徳地八坂 0.13 

山口市大内長野 0.020 

山口市大内御堀 0.93 

1,000 以下 

資料：平成２３年版山口県環境白書 

 

 

イ．有機栽培や減農薬栽培の促進 

 

※【再掲】Ｐ４１に掲載 
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（５）身近な生活環境の保全と向上 

[概況] 

 私たちの生活は、大気や水、様々な化学物質などのほか、音や振動、かおり、光などとも密接に関わ

りあっており、これらは、場合によっては、騒音や悪臭、光害などとして、人の健康や生活環境を損な

うことがあります。 

 一方では、音やかおりは、私たちの心をなごませることもあり、こうした両面の要素を踏まえた住み

よい環境をつくるよう努めています。 

 

[進行管理指標における実績値] 

年度 数値 年度 数値 年度 数値
快適な生活環境が整っていると思う
市民の割合

％ H19 63.6 H21 70.2 H22 71.9 H24 64.0 H29 64.5

生活公害（騒音、悪臭、野焼き）に
関する苦情処理件数

件 H19 222 H21 139 H22 107 H24 199 H29 179

騒音測定における環境基準の達成地
点の割合

％ H19 80 H21 60 H22 29 H24 100 H29 100

単位
現　状

(計画策定時)
目標

中間年度 最終年度指 標
平成22年度

実績値
平成21年度

実績値

 

 [主な取組み状況] 

ア．生活雑排水からの悪臭の発生抑制 

悪臭に関する苦情は、平成２２年度の苦情件数は６件と、これまでと同様に１０件前後で推移して

います。 

年１回、市報を通じた啓発を行うとともに、市民からの苦情相談へ対応することで発生抑制に努め

ました。 

 

・苦情件数の推移 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

苦情件数 12 13 10 13 6 

 

・平成２２年度苦情の内訳 

生 活 系 事 業 系 

排 水 し 尿 浄化槽 その他 廃棄物関連 その他 

0 2 1 2 1 0 
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イ．近隣生活騒音の防止に向けた生活マナーの向上 

「騒音防止法」に基づき、騒音発生者に対し、防音対策等について指導を行います。 

騒音については、寄せられた苦情件数の推移でみると、平成２２年度は１１件となっています。そ

の内訳は、動物の鳴き声と工事・作業騒音によるものです。 

 

●苦情件数の推移 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

苦情件数 13 24 8 7 11 

 

●平成２２年度苦情の内訳 

生 活 系 事 業 系 

動物の鳴き声 工事・作業騒音 その他 

2 2 7 

 

ウ．騒音対策 

・交通騒音の状況 

自動車等の走行に伴って発生する交通騒音については、平成２２年度中は、特に市民からの苦情は

寄せられていません。 

 

                        Ａ類型（ａ区域）：専ら住居の用に供される地域（区域） 

    Ｂ類型（ｂ区域）：主として住居の用に供される地域（区域） 

Ｃ類型（ｃ区域）：相当数の住居と併せて商業工業の用に供さ 

・道路交通騒音測定結果                    れる地域（区域）       

測定道路 測定地点 項目 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 
類型 

（区域） 

騒音(昼) － － － － 77 一般国道 
2 号 

鋳銭司 2280-1 
騒音(夜) － － － － 75 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － － 70 一般国道 
2 号 

鋳銭司 5964-1 
騒音(夜) － － － － 68 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － － 67 一般国道 
2 号 

名田島長妻川
付近 騒音(夜) － － － － 65 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － － 76 一般国道 
2 号 

名田島西開作
上 騒音(夜) － － － － 74 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － － 73 一般国道 
2 号 

嘉川愛宕山神
社付近 騒音(夜) － － － － 71 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － － 70 一般国道 
2 号 

江崎上常盤橋
付近 騒音(夜) － － － － 68 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) 69 － － － － 一般国道 
9 号 

朝田 618-1 
騒音(夜) 64 － － － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) 69 － － － － 一般国道 

9 号 

小郡上郷 

3267－4 騒音(夜) 65 － － － － 

Ｃ 
（ｃ） 
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測定道路 測定地点 項目 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 
類型 

（区域） 

騒音(昼) － 69 － － － 一般国道 
9 号 

宮野上 1714-1 
騒音(夜) － 65 － － － 

対象外 

騒音(昼) － 69 － － － 一般国道 
9 号 

宮野上 188-3 
騒音(夜) － 63 － － － 

Ａ 

（ａ） 

騒音(昼) － 71 － － － 一般国道 
9 号 

宮野上 2689-3 
騒音(夜) － 65 － － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － 65 － － － 一般国道 
9 号 

水の上町 1-7 
騒音(夜) － 60 － － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － 61 － － － 一般国道 
9 号 

維新公園 4-1-1 
騒音(夜) － 55 － － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － 62 － － 一般国道 
9 号 

神田町 6-10 
騒音(夜) － － 57 － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － 70 － 一般国道 
9 号 

小郡上郷 

2228-1 騒音(夜) － － － 66 － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － 73 － 一般国道 
9 号 

小郡下郷 
騒音(夜) － － － 68 － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － － 67 一般国道 
9 号 

阿東徳佐中 

3716-1 騒音(夜) － － － － 65 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) 62 － － － － 一般国道 

190 号 

阿知須字 

下濱田 騒音(夜) 59 － － － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － 69 － 一般国道 
190 号 

佐山 1308－2 
騒音(夜) － － － 65 － 

対象外  

騒音(昼) － 62 － － － 一般国道 
262 号 

大内長野 606 
騒音(夜) － 64 － － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － 67 － － － 一般国道 
262 号 

下小鯖

3530-1 騒音(夜) － 61 － － － 
対象外 

騒音(昼) － － 67 － － 一般国道 
435 号 

吉敷中東
3-13-3 

騒音(夜) － － 61 － － 

Ａ 

（ａ） 

騒音(昼) 71 － － － － 主 要 県 道 
山口防府線 
(21 号) 

大 内 御 堀
922-1 

騒音(夜) 65 － － － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) 70 － － － － 主 要 県 道 
山口防府線 
(21 号) 

大内矢田 150 
騒音(夜) 65 － － － － 

Ｂ 
（ｂ） 
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測定道路 測定地点 項目 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 
類型 

（区域） 

騒音(昼) － － － 67 － 主 要 地 方 道 
宇部防府線 
（25 号） 

秋穂二島 

4328－1 騒音(夜) － － － 61 － 
対象外  

騒音(昼) － － － 70 － 主 要 地 方 道 
宇部防府線 
（25 号） 

秋穂東 687－1 
騒音(夜) － － － 64 － 

対象外  

騒音(昼) － － 66 － － 主 要 地 方 道 
山口小郡秋穂線 
(61 号) 

平井 289-12 
騒音(夜) － － 60 － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － 66 － － 主 要 地 方 道 
山口小郡秋穂線 
(61 号) 

平井 1407-1 
騒音(夜) － － 62 － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － 65 － － 主 要 地 方 道 
山口小郡秋穂線 
(61 号) 

黒川 2265-8 
騒音(夜) － － 60 － － 

対象外 

騒音(昼) － － 68 － － 一 般 県 道 
陶湯田線 
（200 号） 

穂積町 1-2 
騒音(夜) － － 64 － － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) 66 － － － － 一 般 県 道 
宮野大歳線 
（204 号） 

熊野町 1-10 
騒音(夜) 61 － － － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － 69 － － 一 般 県 道 
宮野大歳線 
（204 号） 

中央 2-3-25 
騒音(夜) － － 63 － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － 68 － － 一 般 県 道 
宮野大歳線 
（204 号） 

葵 2-6-2 
騒音(夜) － － 63 － － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － 67 － 一 般 県 道 
江崎陶線 
（335 号） 

小郡下郷 

1652－1 騒音(夜) － － － 64 － 

Ｃ 
（ｃ） 

騒音(昼) － － － 70 － 一 般 県 道 
江崎陶線 
（335 号） 

小郡下郷 

3151－1 騒音(夜) － － － 65 － 

Ｂ 
（ｂ） 

騒音(昼) － － － 68 － 一 般 県 道 
江崎陶線 
（335 号） 

小郡下郷 

2331－7 騒音(夜) － － － 60 － 

Ｃ 
（ｃ） 

※「騒音」は、デシベル（dB）           資料：平成２３年版山口県環境白書参考資料 
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●環境基本法に定める騒音に係る環境基準 

（平成１０年９月３０日環境省告示第６４号） 

        時間区分 

地域の区分 

昼 間 

（6:00～22:00） 

夜 間 

（22:00～6:00） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を
有する道路に面する地域 

６０dB 以下 ５５dB 以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を
有する道路に面する地域及びＣ地
域のうち車線を有する道路に面す
る地域 

６５dB 以下 ６０dB 以下 

 

●幹線交通を担う道路に近接する空間に係る基準値の特例 

昼 間 夜 間 

７０dB 以下 ６５dB 以下 

 

●騒音規制法に定める自動車騒音の限度 

（平成１２年３月２日総理府令第１５号） 

         時間区分 

区域の類型 

昼 間 

（6:00～22:00） 

夜 間 

（22:00～6:00） 

ａ区域及びｂ区域のうち１車線を

有する道路に面する区域 
６５dB ５５dB 

ａ区域のうち２車線以上の車線を
有する道路に面する区域 

７０dB ６５dB 

ｂ区域のうち２車線以上の車線を
有する道路に面する区域及びｃ区
域のうち車線を有する道路に面す

る区域 

７５dB ７０dB 

 

●幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例 

昼 間 夜 間 

７５dB 以下 ７０dB 以下 

※ 幹線交通を担う道路に近接する空間及び区域とは、２車線以下の車線を有する道路の場合は、

道路の敷地の境界線から 15ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の敷地の境界線

から 20ｍまでの範囲をいう。 
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エ．ペットの適正飼養 

  私たちは、犬・猫をはじめとして、多くの動物とともに生活しています。 

これらの動物は、家族の一員として、また、人生のパートナーとして潤いのある生活を支えていま

す。このことは、これまでのペット（愛玩動物）からコンパニオンアニマル（伴侶動物）へと変化し

ているともいえます。 

しかし、ただ「かわいい」「子どもが欲しがった」「流行っている」等の理由で、飼い方・習性等を

知らないまま安易に動物を飼い始める人が多いことも事実です。このため、近年ペットの鳴き声や悪

臭、ふん害など近隣とのトラブルとなっており、ペットの飼育についての苦情等が多数寄せられてい

ます。 

平成２３年３月３１日現在、１２，０７２頭の犬が登録されており、また、猫については法律等で

登録が義務付けられていないため、明確な数は確認できていませんが、相当数飼育されているものと

考えられます。このため、ペットの正しい管理・飼い方について市報等を通じ、モラルの啓発に努め

ています。  

 

・飼犬の登録、狂犬病予防接種等の状況                             （単位：頭） 

 

・飼えなくなった猫の引取状況 

 年度  

項目 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

引取数（匹） 633 501 487 377 511 

 

・狂犬病予防注射 

犬を飼う場合、生涯 1回の「登録」と毎年 1回の「狂犬病予防注射」をしなければなりません。本

市では、登録されている犬の飼い主を対象に「狂犬病予防注射受診票」を送付し、４月に各地区を回

り予防注射を行っています。 

また、新たに犬を飼い始めた場合や、子犬が生まれた場合若しくは、まだ登録をしていない場合は、

各会場で新規の登録手続きをするとともに、予防注射を受けることができます。その後も、登録され

ていて予防注射を受けていない飼い主を対象に、予防注射を受けられるよう再度「狂犬病予防注射受

診票」を送付して、狂犬病予防の啓発に努めています。 

年度 登録数 予防接種 飼えなくなった犬の引き取り及び捕獲 

Ｈ１８ 11,501 9,735 181（捕獲 95） 

Ｈ１９ 11,669 9,940  97（捕獲 83） 

Ｈ２０ 11,676 9,938  68（捕獲 81） 

Ｈ２１ 12,175 10,340 118（捕獲 80） 

Ｈ２２ 12,072 10,080 77（捕獲 77） 




